


















臨海副都心 まちづくりガイドライン　―2016改定―　チェックリスト　（抜粋） （様式７）

・計画に該当する項目内容の『対応』、『判定』欄に入力してください。(行の高さは適宜、調整してください。）　

・計画が項目の内容に該当しない場合は、「―」を入力してください。

・A３横サイズ（用紙1枚に2ページ分印刷）とし、「Ⅱ 建築計画編　」に添付してください。

Ⅲ　まちづくりの計画指針

項 内容 対応 適否

P28

【指針】
敷地の細分化による環境悪化の防止等を図るため、地区特性
に応じて建築物の敷地面積の最小限度を定める。なお、最小
限度は、０.３ha 以上とする。ただし、公益上やむを得ないもの
については、この限りでない。

P30

【基本認識】
ア　道路、公園等の公共空間と建築物とが一体となって調和の
とれた都市空間を確保するため、また、隣接する敷地間での
オープンスペースの確保による防災性の向上などを図るため、
壁面の後退すべき距離を定める。

P30

イ　臨海副都心の骨格的な空間となるシンボルプロムナード沿
道の敷地では、プロムナードと建築物との一体的外部空間の
形成やプロムナードを軸とした整然とした見通し線の形成及び
圧迫感の緩和などを図るため、プロムナードと敷地の境界線か
らの壁面線(建築物の外壁またはこれに代わる柱の面)の位置
を定める。

P30

ウ　お台場海浜公園など多様な人々の集う水際線に隣接する
敷地では、前面水域及び水際線の利用に応じたゆとりとにぎわ
いのある歩行者空間の創出と一体的で快適な外部空間の形成
を図るため、壁面線の位置を定める。

P30

【指針】
①道路境界線、隣地境界線
ア道路境界線
(ア)幹線道路の道路境界線＜１号壁面線＞
幹線道路の道路境界線からの壁面線の後退距離は、原則とし
て以下のものとする。

　　＜建築物の部分の高さh＞　　＜壁面線の後退距離＞
　　　　　　　　 ｈ＜　20ｍ　　　　 　　　  　　 ２ｍ以上
　　　 20ｍ ≦ ｈ＜　50ｍ　　　　 　　　  　　 ６ｍ以上
　　　 50ｍ ≦ ｈ＜ 100ｍ　　　　 　　　 　　 ８ｍ以上
　　  100ｍ ≦ ｈ　　　　　　　　　  　　 　　 　10ｍ以上

P30
(イ)区画道路の道路境界線
区画道路の道路境界線からの壁面線の後退距離は、原則とし
て２ｍ以上とする。

P30
(ウ)壁面線後退により生み出される空地は、道路の歩道と一体
となった外部空間を創出する。

P30

イ　隣地境界線
(ア)隣地境界線からの壁面線の後退距離は、原則として２ｍ以
上とする。
ただし、隣地双方の用途が著しく異なり、双方の環境の配慮を
必要とする場合などにおいては、後退距離を５ｍ以上とし、その
間に歩道状の空地を設ける。

P30
(イ)壁面線後退により生み出される歩行者通路等は、隣接する
敷地間で調和のとれたものとなるよう、必要に応じて調整する。

P31

ウ　壁面線の例外事項
　前記の道路境界線、隣地境界線に対する指針は、歩行者
デッキ、公共用歩廊、公共公益上やむを得ないと認めた建築
物、地盤面下の建築物または管理上最小限必要な付帯施設の
場合は適用しない。

１)敷地規模
(１)敷地利用

２)壁面線の位置

２　開発誘導指針

２)壁面線の位置

―

【適否欄 凡例】

適 ： ○

不 適 ： ×

該当なし ： ―

（ 左記の基本認識の内容をご確認ください ）




















